
事　業　報　告　書
（自 平成19年4月1日至 平成20年3月31日）

１　医療法人の概要

(1) 名　　　　称 医療法人　ＡＢＣ会

①　□財団　　■社団（■出資持分なし□出資持分あり）

②　□社会医療法人　　□特別医療法人　□特定医療法人

　　□出資額限度法人　□その他

③　□基金制度採用　　■基金制度不採用

(2) 事務所の所在地 群馬県高崎市問屋町3-10-3

(3) 設立認可年月日 昭和 63 年  4 月  8 日

(4) 設立登記年月日 昭和 63 年  4 月  8 日

(5) 役員及び評議員

氏　　名 備　　　　　　考

理事長 福田　吉男

理　事 増田　寛之

同 鳩山　邦弘

同 高林　正彦 中央病院管理者

同 松村　信孝 中央病院管理者

同 小田　弘子 介護老人保健施設くろまつ管理者

同 下山　陽子 介護老人保健施設やまどり管理者

監　事 矢吹　文明

同 板垣　禎一

評議員 羽生　孜 医師

同 渡部　浩二 経営コンサルタント

同 藤井　裕之 医療を受ける者



２　事業の概要

(1) 本来業務（開設する病院、診療所又は介護老人保健施設(医療法第42条の指定管理者として
管理する病院等を含む。）の業務）

種　類 施設の名称 開　設　場　所 許可病床数

病院 中央病院 群馬県高崎市問屋町3-10-3 一般病床　 130床
療養病床　 180床
［医療保険 120床］
［介護保険  60床］
精神病床　  30床
感染症病床  10床
結核病床　  10床

介護老人
保健施設

介護老人保健施設
くろまつ

群馬県高崎市緑町1-1-1 入所定員   120名
通所定員    80名

介護老人
保健施設

介護老人保健施設
やまどり

群馬県高崎市問屋町3-10-3 入所定員    90名
通所定員    60名

(2) 附帯業務（医療法人が行う医療法第42条各号に掲げる業務）

種類又は事業名 実　施　場　所 備　　　  　考

訪問看護ステーションはなみず
き

群馬県高崎市緑町1-1-1

訪問看護ステーションすずらん 群馬県高崎市問屋町3-10-3

ケアプランセンターはなみずき 群馬県高崎市問屋町3-10-3

(3) 収益業務（社会医療法人又は特別医療法人が行うことができる業務）

種　　　　　類 実　施　場　所 備　　　  　考



(4) 当該会計年度内に社員総会又は評議員会で議決又は同意した事項

　　　　平成19年5月26日　　　　　平成18年度決算の決定

　　　　平成19年5月26日　　　　　定款の変更

　　　　平成19年5月26日　　　　　社員の入社及び除名

　　　　平成19年5月26日　　　　　理事、監事の選任、辞任の承認

　　　　平成19年5月26日　　　　　平成19年度の事業計画及び収支計算の決定

　　　　平成19年5月26日　　　　　平成19年度の借入金額の最高限度額の決定

(5) 当該会計年度内に開設（許可を含む）した主要な施設

　　　　平成19年10月1日　　　　　介護老人保健施設やまどり開設

(6) 当該会計年度内に他の法律、通知等において指定された内容

　　　　平成19年4月1日　　　　　公害健康被害の補償等に関する法律の公害医療機関

　　　　平成19年4月1日　　　　　小児救急医療拠点病院

　　　　平成19年9月1日　　　　　エイズ治療拠点病院

(7) そ　　の　　他

　　　　特になし



法人名：

所在地：

財　　産　　目　　録

※医療法人整理番号

１．資　　産　　額

２．負　　債　　額

３．純　資　産　額

千円

千円

千円

（内訳） （単位：千円）

区　　　　　　分 金　　額

A　流　動　資　産

B　固　定　資　産

C　資　産　合　計

D　負　債　合　計

E　純　　資　　産

（A＋B）

（C－D）

土地及び建物について、該当する欄の□を塗りつぶすこと。

土　　地

建　　物

医療法人　ＡＢＣ会
     

（平成 20年 3月 31日現在）

6,113,487

5,651,478

462,009

2,467,860

3,645,627

6,113,487

5,651,478

462,009

（■法人所有　□賃借　□部分的に法人所有（部分的に賃借））

（■法人所有　□賃借　□部分的に法人所有（部分的に賃借））



※医療法人整理番号
法人名：

所在地：

貸　借　対　照　表
（平成 20年 3月 31日現在）

（単位：千円）

資　産　の　部

科　　　目 金　　額

負　債　の　部

科　　　目 金　　額

純 資 産 の 部

科　　　目 金　　額

資 産 合 計

負 債 合 計

純 資 産 合 計

負債・純資産合計

Ⅰ 流 動 資 産

Ⅱ 固 定 資 産

１有形固定資産

２無形固定資産

３その他の資産

Ⅰ 流 動 負 債

Ⅱ 固 定 負 債

Ⅰ 資　本　金

Ⅱ 資本剰余金

Ⅲ 利益剰余金

Ⅳ 評価・換算差額等

医療法人　ＡＢＣ会
     

現 金 及 び 預 金

事 業 未 収 金

有 価 証 券

た な 卸 資 産

前 渡 金

前 払 費 用

繰 延 税 金 資 産

その他の流動資産

建 物

構 築 物

医 療 用 器 械 備 品

その他の器械備品

車 両 及 び 船 舶

土 地

建 設 仮 勘 定

その他の有形固定資産

借 地 権

ソ フ ト ウ ェ ア

その他の無形固定資産

有 価 証 券

長 期 貸 付 金

役職員等長期貸付金

長 期 前 払 費 用

繰 延 税 金 資 産

その他の固定資産

2,467,860

878,907

574,951

0

0

0

229,185

0

784,817

3,645,627

3,282,518

2,336,910

69,961

4,435

157,066

330

379,027

2,362

332,427

305,913

294,331

733

10,849

57,196

11,300

0

0

0

0

45,896

6,113,487

支 払 手 形

買 掛 金

短 期 借 入 金

未 払 金

未 払 費 用

未 払 法 人 税 等

未 払 消 費 税 等

繰 延 税 金 負 債

前 受 金

預 り 金

前 受 収 益

各 種 引 当 金

その他の流動負債

医 療 機 関 債

長 期 借 入 金

繰 延 税 金 負 債

退 職 給 付 引 当 金

その他の固定負債

1,264,033

31,246

71,618

798,356

231,776

0

26,428

0

0

0

96,696

0

0

7,913

4,387,445

0

4,170,599

0

0

216,846

5,651,478

各 種 積 立 金

繰 越 利 益 剰 余 金

その他有価証券評価差額金

繰 延 ヘ ッ ジ 損 益

30,000

0

432,009

50,000

382,009

0

0

0

462,009

6,113,487



※医療法人整理番号
法人名：

所在地：

損　益　計　算　書
（自平成 19年 4月 1日　至平成 20年 3月 31日）

（単位：千円）

科　　　　　　　目 金　　　　額

Ⅰ 事 業 損 益

Ａ 本来業務事業損益

１ 事 業 収 益

２ 事 業 費 用

（１） 事 業 費

Ｂ 附帯業務事業損益

１ 事 業 収 益

２ 事 業 費 用

Ｃ 収益業務事業損益

１ 事 業 収 益

２ 事 業 費 用

Ⅱ 事 業 外 収 益

その他の事業外収益

Ⅲ 事 業 外 費 用

その他の事業外費用

Ⅳ 特 別 利 益

その他の特別利益

Ⅴ 特 別 損 失

その他の特別損失

医療法人　ＡＢＣ会
     

（２） 本 部 費

受 取 利 息

支 払 利 息

固 定 資 産 売 却 益

固 定 資 産 売 却 損

法人税・住民税及び事業税

法 人 税 等 調 整 額

2,104,078

1,833,089

109,574 1,942,663

161,415

61,104

60,052

1,052

0

0

0

162,467

0

2,312 2,312

88,170

1,200 89,370

75,409

0

0 0

0

0 0

75,409

0

0 0

75,409

本 来業務事業利益

附帯業務事業利益

収益業務事業利益

事 業 利 益

経 常 利 益

税 引 前 当 期 純 利 益

当 期 純 利 益



監 事 監 査 報 告 書

医療法人　ＡＢＣ会

理事長　福田　吉男　　殿

　私たちは、医療法人　ＡＢＣ会の平成19会計年度（平成19年4月1日から平成20年3月3

1日まで）の業務及び財産の状況等について監査を行いました。その結果につき、以下

のとおり報告いたします。

監査の方法の概要

　私たちは、理事会その他重要な会議に出席するほか、理事等からその職務の執行状況を聴

取し、重要な決裁書類等を閲覧し、本部及び主要な施設において業務及び財産の状況を

調査し、事業報告を求めました。また、事業報告書並びに会計帳簿等の調査を行い、計

算書類、すなわち財産目録、貸借対照表及び損益計算書の監査を実施しました。

記

監査結果

 (1) 事業報告書は、法令及び定款（寄附行為）に従い、法人の状況を正しく示してい

    るものと認めます。

 (2) 会計帳簿は、記載すべき事項を正しく記載し、上記の計算書類の記載と合致して

    いるものと認めます。

 (3) 計算書類は、法令及び定款（寄附行為）に従い、損益及び財産の状況を正しく示

    しているものと認めます。

 (4) 理事の職務執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款（寄附行為）に違反す

    る重大な事実は認められません。

平成 20 年 5 月 26 日

医療法人　ＡＢＣ会

監事 矢吹　文明

板垣　禎一


